
広島市条例第２７号

令和８年３月２７日

広島市水道給水条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長 松 井 一 實

広島市水道給水条例等の一部を改正する条例

（広島市水道給水条例の一部改正）

第１条 広島市水道給水条例（昭和３８年広島市条例第３７号）の一部を

次のように改正する。

別表３の項中「１，５００円」を「１，６００円」に、「２，５００

円」を「２，９００円」に、「４，０００円」を「４，８００円」に、

「６，３００円」を「７，７００円」に、「１１，３００円」を「１３，

２００円」に、「１９，２００円」を「２３，２００円」に改め、同表

４の項中「１，８００円」を「１，９００円」に、「２，８００円」を

「３，４００円」に、「５，１００円」を「５，９００円」に、「８，

０００円」を「８，２００円」に、「１３，４００円」を「１３，９０

０円」に改める。

（広島市水道給水条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 広島市水道給水条例の一部を改正する条例（昭和５８年広島市条

例第３９号）の一部を次のように改正する。



附則中第８項を削り、第９項を第８項とする。

附 則

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の広島市水道給水条例及び第２条の規定に

よる改正後の広島市水道給水条例の一部を改正する条例の規定は、この

条例の施行の日以後に工事の設計審査を申し込む者に係る設計審査手数

料及び工事検査を申し込む者に係る工事検査手数料について適用し、同

日前に工事の設計審査を申し込んだ者に係る設計審査手数料及び工事検

査を申し込んだ者に係る工事検査手数料については、なお従前の例によ

る。


